
 

 

 

 

市税の納付方法の追加について 
 

 
■ 利 用 開 始 日  令和４年４月１日（金）  

■ 新たに加わる

納 付 方 法 

 （1） ｄ払い請求書支払い 

NTTdocomoが提供するスマホ決済す。ケータイ回線をお持ちの

場合は、支払いをケータイ料金と合算できます。   

（2） au PAY請求書払い 

KDDIが提供するスマホ決済です。ケータイ回線をお持ちの場合

は、支払いをケータイ料金と合算できます。 

（3） J-Coin Pay請求書払い 

㈱みずほ銀行が提供するスマホ決済です。登録可能な銀行口座

を持っていれば利用できます。市内では、足利銀行、群馬銀行、

ろうきん、東和銀行が利用できます。 

■ 納 付 で き る 

税 目 

 市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、

国民健康保険税 

■ 利 用 方 法  スマートフォンのアプリを利用し、納付書に印刷されたバーコードをカ

メラで読み取ることで支払い情報が自動的に認識され、簡単な操作で納

付できます。 

（３０万円を超えるもの、バーコードの印刷がないもの、バーコードの

使用期限切れのものは利用できません。） 

⑰パート ナーシッなし なし

  

【問い合わせ】 
総務部納税課納税管理担当 
担当 熊倉 
TEL 0277-46-1111（内線235） 

令和4年3月30日 

総務部納税課 

市税のキャッシュレス納付の推進及び利便性の向上を図る

ため、「ｄ払い請求書支払い」「au PAY請求書払い」「J-

Coin Pay請求書払い」を追加します。 
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